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須賀川市入札参加資格審査申請の手引き 
（物品・業務委託等） 

1. スケジュール 

受付期間 令和 7 年 7 月 1 日（火曜日）～令和 7 年 7 月 22 日（火曜日） 

結果通知 令和 7 年 8 月下旬 

2. 審査基準日 

令和 7 年 7 月 1 日 

3. 有効期間 

令和 7 年 9 月１日 ～ 令和 9 年３月３１日 

4. 申請書の提出方法 

提出方法 
郵送（一般書留、簡易書留又はレターパック等） 

※ 令和 7 年 7 月 22 日（火曜日）必着 

郵送先 
〒９６２－８６０１（住所記載不要） 

須賀川市財政課契約管理係 

提出時の注意点 

① メール便、ゆうパック等の信書の送付ができない方法では受け付けま

せん。 

② 書類不備等があった際は電話で連絡しますので、令和 7 年 7 月 31

日（木）までに不備・不足のあった書類を提出してください。間に合わ

ない際は申請不可となりますので、お早目の手続きをお願いします。 

②  やむを得ず持参により提出する際は、平日の９時～１７時に市役所

2 階の財政課契約管理係にお越しください。（この場合も事後審査と

なります。） 

④ 「提出書類チェックリスト」の番号順に並べ、クリアファイルに入れて提

出してください。 

⑤ 書類はホッチキスで止めないてください。 

⑥ 決算書等の冊子での提出は不可です。必要な部分のみ提出くださ

い。 

⑦ パンフレット等の審査に関係のない物は同封しないでください。 
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5. 申請ができる者 

次の全てに該当する場合に、入札参加資格の申請ができます。 

(１) 地方自治法施行令第 167 条の４第１項各号に該当しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 地方自治法施行令第 167 条の４第２項各号に該当した場合においては、その事実があった後３年

を経過していること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 工事若しくは製造の請負、物品の買入れ又は委託等その他の契約に関して不正の行為をし、又は

正当な理由なくして不完全な履行をし、若しくは履行をしないため、競争入札に係る入札参加資格

の取消しの通知を受けた場合においては、当該通知の日から３年を経過していること。 

(４) ５．（３）に規定する契約に関して保証した者で、故意にその義務を免れた場合においては、その事

実のあった日から３年を経過していること。 

(５) 資格審査に関する申請書及びその添付書類（以下「申請書等」という。）に故意に虚偽の事項を記

載していないこと。 

(６) 工事の請負については、工事種別に応じ、資格審査基準日の直前２年間において完成工事高が

あること。 

(７) 申請種別に関する事業について、法令の規定により許可若しくは認可を受け、又は登録をし、その

他必要な資格を有すること。 

【地方自治法施行令第 167 条の４第２項各号】 

一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の 

品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 

二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の 

成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 

三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 

四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当 

たり職員の職務の執行を妨げたとき。 

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 

六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故 

意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。 

七 この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこととされている 

者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使 

用したとき。 

【地方自治法施行令第 167 条の４第１項各号】 

一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号） 

第三十二条第一項各号に掲げる者 
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(８) 申請書等により国税（法人税、申告所得税、消費税及び地方消費税）及び市税（法人市民税、固

定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税）を滞納していないことが確認できるこ

と。 

(９) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第６号に規定

する暴力団員又は福島県暴力団排除条例施行規則（平成 23 年福島県公安委員会規則第５号）

第４条各号に規定する社会的非難関係者でないこと。 

(10) 工事の請負については、雇用する労働者が雇用保険の被保険者となったこと並びに健康保険及

び厚生年金保険の適用事業所となったことについて関係機関に届出を行っていること。 

 

 

6. 審査内容 

須賀川市入札参加資格等審査会において次の事項及び申請内容を総合的に審査します。 

（１） 実績（売上）高等 

審査基準日の直前２年の各営業年度における取扱高の年間平均及び主要な取引品目 

（２） 経営規模 

 審査基準日の直前の営業年度の決算における自己資本額 

（３） 経営状況 

 審査基準日の直前の営業年度の決算における流動比率 

 

7. 申請種別 

製作

（販売）

業 

１ 機械器具類 

２ 家具・木工具類（製造販

売） 

３ 印刷製本類 

４ 看板・標識・微章類 

５ 縫製品類 

６ その他 

販売業 

１ 文房具・事務用機器類 

２ 印章類 

３ 用紙類 

４ 鋼製什器類 

５ 医療機器・医薬品類 

６ 写真 

７ 光学・理化学機器 

８ 電気・通信機械類 

９ 車両・船舶類（二輪車を含む） 

10 工作・建設・産業機械類 

11 油脂・燃料類 

12 衣料・日用品類 

13 百貨 

14 食料品類 

15 肥料・飼料・雑穀類 

16 農工具・銅鉄類 

17 楽器・運動具類 

18 書籍 

20 車両・船舶部品類 

21 消防資材器具類 

22 皮革・ゴム製品類 

23 教育映画・教材類 

24 厨房・暖冷房衛生器具類 

26 家具・木工具類（販売のみ） 

28 ＯＡ機器類 

29 介護・福祉用品類 

31 電力 

32 衛生用品類 

33 建築資材類(製造・販売) 

99 その他 
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業務 

委託等 

１ 情報処理・電算処理 

２ ソフトウェア開発・運用保守 

３ 車両整備・修繕 

４ リース(車両等) 

５ リース(OA 機器等) 

６ リース(その他) 

７ 人材派遣 

８ 映像・デジタルコンテンツ等制作 

９ 文化財関連 

10 ＩＣＴ・教育支援 

11 イベント企画・運営 

12 運送・輸送 

99 その他 

その他 

調査 

１ 水質調査 

２ 水量調査 

３ 地下埋設物調査 

４ ボーリング調査 

５ 水資源・水源調査 

６ 流量調査 

７ 漏水調査 

８ 立木等調査 

９ 環境調査 

10 環境アセスメント調査 

11 耐力度調査 

12 清掃・補修調査 

13 経済・物流調査 

14 分析・測量調査 

15 情報システム調査 

16 生態系調査 

17 電波障害調査 

18 交通量調査 

19 計量証明調査 

20 その他 

 

 

 

8. 提出書類の記載方法等 

（１） 申請書 

（第４号様式(その 1)） 

①「01 申請区分」欄は、該当する申請区分の番号に○印を付すこと。なお、「1 新

規」とは、本市に対して初めて申請する場合をいう。 

②「03 登録番号（新規以外）」欄は、「01 申請区分」において「2 更新」を選択し

た場合において、前回の申請により付された登録番号（10000 から始まる１０桁

の番号）を記入すること。 

③「08 商号又は名称」欄は、株式会社等法人の種類を表す際は略称を用いずに

記入すること。 

④「09 代表者役職、19 受任者役職」欄は、代表者又は受任者の役職を記入す

ること。なお、契約書や請求書等に用いる役職名称と同一とすること。 

⑤「09 代表者氏名、13 担当者氏名、19 受任者氏名」欄は、姓と名前との間に１

文字空けること。 

⑥「12 本社（店）メールアドレス、22 委任先メールアドレス」欄は、本市からの入札

や契約等の種々の連絡に対応できるアドレスを記入すること。 

⑦「14 担当者電話番号」欄は、担当者と連絡が取れる番号を記入すること。な

お、内線番号は適宜記入すること。 

⑧「代表者印」は省略可。 

（２） 申請書 

（第４号様式(その 2)） 

 

①「03 登録番号（新規以外）」欄は、申請書（第 4 号様式(その 1)）の 03 と同様と

すること。 

②「26 登録を希望する業種」欄は、申請する業種の番号に○印を付すこと。「そ

の他」を選択した場合は、具内的な内容を簡潔に記入すること。 

③「27 登録を希望する業種ごとの実績（売上）高等」欄は、次により記入すること。 

ア 「①希望業種区分」には、26 で選択した業種名を記入すること。 

イ 「②直前２年度分決算（千円）」及び「③直前１年度分決算（千円）」には、27
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の①の希望業種区分ごとの実績高を、「その他」の行にそれ以外の実績高を記

入し、「合計」を損益計算書の売上高と一致させること。なお、決算が１事業年

度１回の場合は、右側太枠の欄のみ記入すること。 

ウ ④直前２ヶ年間の年間平均実績高は、27 の②と③の平均を記入すること。 

④「28 自己資本額」欄は、次により記入すること。なお、ア～ウの貸借対照表等

は、審査基準日の直前１年度分決算に係るものとする。 

 ア 「①株主資本」には、貸借対照表の株主資本合計を記入すること（個人事業

主の場合は「元入金」＋「事業主借－事業主貸」＋「青色申告特別控除前の所

得金額」を、公益法人等の場合は賃借対照表の「正味財産合計」を記入するこ

と。）。 

  また、下段の「①のうち払込資本金」には、貸借対照表の資本金を記入するこ

と（個人事業主の場合は「元入金」を、公益法人等の場合は「基本財産」を記入

すること。）。 

 イ 「②評価・換算差額金」には、貸借対照表の評価・換算差額等を記入すること

（その他有価証券評価差額金、繰延ヘッジ損益、土地再評価差額金があった

場合に記入が必要。）。 

 ウ 「③新株予約権」には、貸借対照表の新株予約権を記入すること（新株予約

権があった場合に記入が必要。）。 

⑤「29 経営状況」欄は、審査基準日の直前１年度分決算に係る貸借対照表より

転記すること（個人事業主の場合は貸借対照表（資産負債調）より転記するこ

と。）。なお、「③流動比率」は、小数点以下第二位の数値を四捨五入して小数

点以下第一位までの数値を記入すること。 

（３） 履歴事項全部証

明書又はそ の写し

（個人は 身分証明

書） 

（添付書類） 

①法人の場合は、履歴事項全部証明書又はその写しを添付すること。 

②個人事業主の場合は、住民票所在地の市区町村から発行される身分証明書

又はその写しを添付すること。 

③申請日から遡って３か月以内に発行された証明書又はその写しを提出するこ

と。 

（４） 直前２年の各営業

年度の財務諸表 

（添付書類） 

①法人の場合は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書等を添付

すること。 

②個人事業主の場合は、①に類する書類（所得税青色申告決算書又は青色申

告以外の確定申告書等）を添付すること。 

（５） 委任状 

（添付書類） 

①委任先を設ける場合にのみ提出すること。 

②委任先を設ける場合は、入札、見積、契約、請求等の本市との契約に係る全

てを支店又は営業所等に委任すること。 

③代表者印、受任者印ともに省略可。 

④委任状にある様式は、標準例にある項目を具備していれば、任意様式で可。 

⑤委任期間は、令和 7 年 9 月１日～令和 9 年 3 月 31 日と記載すること。 

 

（６） 営業所一覧表 ①委任先を設ける場合にのみ提出すること。 
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（第５号様式） ②記載内容は、申請書及び委任状の内容と一致させること。 

（７） 営業（所在地）証

明書又はその写し 

（添付書類） 

①本市内の支店又は営業所等を委任先に指定する場合で、本市へ支店又は営

業所等を設置し、１年以内で法人市民税の申告期限未到来の場合にのみ提出

すること。 

②営業（所在地）証明書は須賀川市税務課から交付を受けること。 

③申請日から遡って３か月以内に発行された営業（所在地）証明書又はその写し

を提出すること。 

（８） 納税証明書（国

税）又はその写し 

（添付書類） 

 

①法人の場合は、「様式その３の３」、個人事業主の場合は、「様式その３の２」の

証明書又はその写しを提出すること。 

②申請日から遡って３か月以内に税務署から発行された納税証明書又はその写

しを提出すること。 

（９） 直前２年分の納税

証明書（須賀川市税 

法人）又はその写し 

（添付書類） 

 

 

法人の場合 

①本市に納税義務がある法人のみ提出すること（法人市民税、固定資産税、都

市計画税及び軽自動車税に限る。）。 

（例）須賀川市内に本社・支店・営業所等がある。 

（例）須賀川市内に支店等はないが、倉庫があり固定資産税、軽自動車税等の

納税義務がある。 

②審査基準日の直前２年において、本市に納付し、又は納付すべき額が確定し

た①の税に係る証明書を提出すること。 

（例）法人市民税：審査基準日の直前２年（令和 5 年 7 月 1 日～令和 7 年 6 月

30 日）に申告・納税の期限が到来した事業年度分の納税証明書 

（例）固定資産税等の年度で課税されるもの：令和 5 年度及び令和 6 年度分 

③納税証明書は、申請日から遡って３か月以内に発行された原本又はその写し

とすること。 

（10） 直前２年分の納

税証明書（須賀川市

税 個人）又はその

写し 

（添付書類） 

 

 

個人事業主の場合 

①本市に納税義務がある個人事業主のみ提出すること（固定資産税、都市計画

税、軽自動車税及び国民健康保険税に限る。）。 

（例）個人事業主の住民票が本市にあり、固定資産税、都市計画税の納付義務

がある。また、同一世帯に国民健康保険加入者がおり、世帯主である代表者が

国民健康保険の納税義務がある（この場合、代表者本人が社会保険に加入し

ていても、国民健康保険の納税証明書の提出が必要となるので注意。）。 

（例）個人事業主の住民票所在地は市外であるが、本市内に土地を所有してお

り、固定資産税、都市計画税の納税義務がある。 

②審査基準日の直前２年において、本市に納付し、又は納付すべき額が確定した

上記の税に係る証明書を提出すること。 

③納税証明書は、申請日から遡って３か月以内に発行された原本又はその写しと

すること。 

（11） 提出書類チェッ

クリスト（物品・業務

委託等） 
（添付書類） 

①当該チェックリストを一番上にし、以降はリストの順番に並べ申請書一式をクリア

ファイルに入れて提出すること。 

②当該チェックリストにより、提出書類が揃っているか確認の上、申請者チェック欄

に「✔」又は「○」を付すこと。 
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③表の上部に「商号又は名称」を記入すること（記載漏れが多いので注意するこ

と。）。 

 

9. その他注意点 

(１) 令和 7・8 年度の申請分より、申請書と委任状の押印が省略可となりました。物品・業務委

託等について、その他の変更はありません。 

(２) 申請書等に故意に虚偽の記載をして提出したことが判明した場合には、登録できません。ま

た、登録後に判明した場合は、登録を取り消します。 

(３) 申請内容に関して、受付期間を過ぎてからの訂正は認めないので、申請にあたっては十分

に注意してください。 

(４） 提出書類を手書きする場合は、ボールペン又は万年筆を使用してください。なお、ゴム印を

使用できる部分は使用して差し支えありませんが、鉛筆やフリクションペンでの記入は無効と

なります。 

(５) 申請書に記載する代表者の職名は、契約書、見積書、請求書等に使用する役職名としてく

ださい。 

(６) 資格登録後に、申請事項に変更が生じたときは、変更届を提出願います。（郵送可） 

 

 

 

 

 

※ 変更届の様式や添付書類等の詳細は、市ＨＰを確認してください。 

【 須賀川市≫事業者の方へ≫入札・契約等≫入札参加資格審査≫入札参加資格審査事項変更届 】 

 

提 出 先：須賀川市財政課契約管理係 

問合せ先：0248-88-9180（直通） 


